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○結城市水道事業広告掲載取扱要項 

平成２５年１月２５日 

上下水道部告示第１号 

改正 令和３年３月９日公企告示第２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、新たな財源を確保するため、結城市水道事業の管理者の権限を行う

市長（以下「管理者」という。）が募集する有料広告（以下「広告」という。）の掲載

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（掲載物） 

第２条 広告を掲載することができるもの（以下「広告媒体」という。）は、次に掲げる

とおりとする。 

（１）水道メーター検針時に発行する使用水量・料金等のお知らせ（以下「検針票」と

いう。） 

（２）市水道事業で使用する封筒（以下「封筒」という。） 

（３）その他管理者が認めるもの 

（掲載広告の要件） 

第３条 掲載できる広告は、次に掲げる全ての要件を備えたものでなければならない。 

（１）広告媒体の公共性及び品位を損なうおそれのないものであること。 

（２）市内及び周辺地域の産業の発展に資するものであること。 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に掲げる営業に該当しないものであること。 

（４）政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝に係るものでないこと。 

（５）公の秩序及び善良な風俗に反しないものであること。 

（６）その他公益上特に支障がないと認められるものであること。 

（広告の位置、規格及び掲載料） 

第４条 広告の位置、規格及び掲載料の最低価格は、別表に掲げるとおりとする。 

（申込者の資格） 

第５条 広告掲載の申込みができる者（以下「申込者」という。）は、市内又は近隣市町

村に住所又は事業所を有する者とする。 

（掲載の申込み） 

第６条 申込者は、管理者が別に定める日までに、広告掲載申込書（様式第１号）に掲載

しようとする原稿並びに会社概要及び事業内容等が分かるものを添えて、管理者に提出
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しなければならない。 

（広告の審査、決定等） 

第７条 管理者は、第３条に規定する基準に基づき、広告原稿の表現、文言、デザイン等

について審査を行うものとする。 

２ 管理者は、広告の掲載が適当であると判断した申込者のうち、第４条に規定する最低

価格を上回る最も高い見積額を提出した者を広告の掲載者とする。 

３ 管理者は、前項に規定する見積額を提出した者が複数ある場合は、抽選により決定す

るものとする。 

４ 管理者は、広告の掲載を決定したときは、広告掲載決定通知書（様式第２号）により、

広告の不掲載を決定したときは、広告不掲載決定通知書（様式第３号）により申込者に

通知するものとする。 

（広告掲載料の納入） 

第８条 広告掲載の決定通知を受けた者（以下「掲載者」という。）は、管理者の指定す

る期日までに、管理者の指定する方法で、広告掲載料を納入しなければならない。 

（広告の作成及び経費の負担等） 

第９条 検針票及び封筒は、市水道事業において作成し、経費を負担するものとする。 

２ 広告の内容に関する一切の責任は、掲載者が負うものとする。 

（広告掲載料の還付） 

第１０条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によ

り広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。 

（掲載の取消し） 

第１１条 管理者は、指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは、広告の掲載を

取り消すことができる。 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成２５年１月２５日から施行する。 

付 則（令和３年３月９日公企告示第２号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

広告の位置、規格及び掲載料の最低価格 

種類 位置 規格 回数 掲載料の最低価格 

検針票 裏面 ７０mm×１００mm以

内 

１２箇月連続 １００，０００円 

封筒 裏面 ３０mm×８５mm以内 １０，０００枚×＠１．２円／枚 １

２，０００円 

その他管理者が認

めるもの 

管理者が別に定めるものとする。 

 


